
遺産分割協議書 
 

最後の本籍  愛知県半田市天王町１丁目３０番地 
最後の住所  愛知県半田市天王町１丁目３０番地 
被相続人   田中 太郎 
生年月日   昭和１５年１月１日 
死亡年月日  平成２２年２月２日 

 
 
上記の者の相続について、同人の相続人である、田中一郎、田中二郎、鈴木さゆりの全員によ

る分割協議の結果、被相続人の遺産を次のとおり分割することに同意した。 
 
 
１．相続人田中一郎は、以下の遺産を相続する。 
 

（１）所在   愛知県半田市天王町１丁目３０番地 
地番   １番１ 
地目   宅地 
地積   ２００㎡ 

 
（２）所在   愛知県半田市天王町１丁目３０番地 

家屋番号 １１１番 
種類   居宅 
構造   木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 
床面積  １階 ５０㎡ 

２階 ３５㎡ 
 

（３）中京銀行半田支店に存する被相続人名義の普通預金および定期預金の全部 
 
２．相続人田中二郎は、以下の遺産を相続する。 
 

（１）住友銀行名古屋支店に存する被相続人名義の普通預金および定期預金の全部 
 

（２）株式会社半田工業の株式 ２００株 
 
３．相続人鈴木さゆりは、以下の遺産を相続する。 
 

（１）普通自動車 １台 
車名    プジョー３０７ 
形式    TA―RA１ 



登録番号  名古屋３３た１２３４ 
車台番号  RA１―２３３６６１５ 

 
４．本協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産は、相続人田中一郎がすべてこれを取得

する。 
 
 
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を

三通作成し、各自署名捺印する。 
 
 

平成２２年５月１日 
 
 
 

相続人 田中一郎 
 
住所                              
 
氏名                    ㊞ 
 
 
相続人 田中二郎 
 
住所                              
 
氏名                    ㊞ 
 
 
相続人 鈴木さゆり 
 
住所                              
 
氏名                    ㊞ 
 
 

本遺産分割協議書作成人 
愛知県半田市天王町１丁目３０ 
トーカヒルズ４０２ 

半田法務事務所 
行政書士 日髙靖幸  


